
耳納市民センター多目的棟

施設の利用状況（令和2年度中間報告）

(1)施設毎利用状況 （各年度とも4月～9月利用者による）

施設名 R2利用人数 開館日数 1日当たり利用者 R1利用人数 R2/R1 

ホール 332 2,497 13.30% 

体育施設 4,667 8,111 57.54% 

トレーニング 404 103 60 764 52.88% 

会講室 631 3,680 17.15% 

団体活動室 128 337 37.98% 

図書室 6,112 127 48 10,738 56.92%. 

合計 12,274 / - 26,127 46.98% 

(2)月別利用状況

多目的ホール

ホール利用者
体育館利用

トレーニング室
会護室 団体活動室

開館日数月
団体（占用）

個人
件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数

令和2年4月

5月

6月 91 1,074 114 68 19 142 31 31 25 

7月 5 118 88 1,071 183 104 22 167 27 32 27 

8月 3 89 78 905 152 126 17 143 22 29 26 

9月 4 125 80 1,054 114 106 24 179 29 36 25 

合計 12 332 337 4,104 563 404 82 631 109 128 103 

(3)図書室利用状況

月
貸出者数 貸出冊数 新規登録 リクエスト 1日当たり 1日当たり

開館日数
（人） （冊） （人） （冊） 貸出冊数 貸出者数

令和2年4月 447 1,385 3 175 69 22 20 

5月 197 ， 421 3 43 52 24 8 

6月 1,202 4,740 6 276 197 50 24 

7月 1,474 6,076 6 1,028 233 56 26 

8月 1,359 5,280 5 1,136 211 54 25 

9月 1,433 5,856 5 1,027 244 59 24 

合計 6,112 23,758 28 3,685 / 一 127 

図書室：毎月第4木曜日は整理日のため休館
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■令和2年震耳納市民センター多目的榛 自主事業実籠状況

,.親代的・社会的課羅に闊する学詈講塵

事業名 内容 対象者 実施時期 曜日 回数 実施時間 会場 定員 参加者 実施結果

なし「時たど事学、現問習代題講的」座「歴・と社史し会て」的「実医な施学課し」題ま「環すを境テ。問題」
10:00 

多目的棟カレッジ ーマに 一般 5月～3月 土・日 11 
~11:30 

会議室 20 中止

シニアライフ充活講座 高クにリ齢つエーな者シがaをンる対なプど象ロ．に健グ．ラ康学ムづ習でく講り実座や施や仲し軽1¥11ま運づす動く。り、レ 高齢者 5月～12月 平日 8 
1 0:00 

会議室 20 中止~11:30 

2．ライフステージ別市民学詈講座

事業名 内容 対象者 実施時期 曜日 回数 実施時間 会場 定員 参加者 実施結果

4月～9月 水 24 
10.00 

ホ多ー目ル的 40 
7月より自主サー

~11・30 クルとして活動

パワーヨガ教室
少し激しい動きを取り入れた運動量の多

成人 10~3月 水 12 
10.00 多目的

40 39 現在、開催中いヨガ（パワーヨーガ）を学びます。 ~11:30 ホール

1~3月 水 12 
10;00 多目的

40 12月募集予定
~11:30 ホール

夜ヨガ教室
夜の時閏帯で会護室を会場にヨガの基

成人 4月～3月 水 24 
19:30 

会譲室 14 
7月より自主サー

本を学びます。 ~21:00 クルとして活動

5月～6月 火 5 
15:30 多目的

20 中止~16:30 ホール
幼児期に楽しく遊びながら多した様身な体運の動土を

1 年年少中幼児運動教室 経台験づすくりるをこ行といでま、しつかりと
す。

9月～10月 火 5 
15:30 多目的

20 中止~16:30 ホール

耳納寺子屋事業
夏休みの児童の自主学醤の補助を行い

小学生 7月～8月 平日 4 
10,00 

会議室 15 中止
まう。 ~11:30 

異にふ年れ齢でる体の験グをル通ーしプて活`動子やど地も域たちのが文自化
， 

耳納キャンパス事棠
小学生

7月 水 1 
10,00 

会議室 15 中止ら学び考え、行動する力の育成を図りま 3~6年 ~16:30 
す。 ' 

自由研究応援ゼミ
夏休みの自由研究を応援する講座を行

小学生 8月 土 1 
13:30 

会講室 15 中止います。 -16:00 

3．ライフスタイル別市民学詈講座

事業名 内容 対象者 実施時期 曜日 回数 実施時間 会場 定員 参加者 実施結果

実用書道教室 Aコース ひ書ら道がになつやい祝て詞学、び命ま名す書。など、実用的な 市民 4月～3月
第1-3

24 
10:30 

会II室 10 
9月より自主サー

火 ~12:00 クルとして活動

＇ 
実用書道教室 Bコース

ひらがなや祝詞、命名書などは実用的な
市民 4月～3月 門•4 24 

・10:ao 
会議室 10 

9月より自主サー
書道について学びます。 ~12:00 クルとして活動

オカリナ教室 初学び心者ますか。ら始められるオカリナの演奏を 市民 4月～3月 第ょ•4 20 
14,00 

会謹室 8 
7月より自主サー

~16:00 クルとして活動
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4.図書室における自主事業

事業名 内容 対象者 実施時期 曜日 回数 実施時間 会場 定員 参加者 実施結果

読（読書書の活森動促進事業） 小学生の読書活動の促進を図ります。 小学生 7月 平日 2 
10,00 

図書室 10 中止~12:00 

読書週間事業
読書週間としてイベントや企画、展示な ①②49 ~5月 図書室 中止
どを行います。 ~10月

図お仕書事室をの体カ験ウンしまターす業。務や図書司書の 10:00 I 

図書室お仕事体験事業 小学生 5月 平日 1 ~13:00 
図書室 5 中止

図書室お話会
幼読児み聞・子かどせも、を手対遊象びにな絵ど本をや行紙い芝ま居すの。

幼児
月2回 土 24 

11.00 
図書室 中止（読み聞かせ） 小学生等 ~12:00 

七夕図書室まつり 七サー夕のトな笹ど飾をり行やい除ま籍す本。配布、七タコン 7月～8月 1 
10:00 

図書室 中止~16:00 

5.交流イベント

事業名 内容 対象者 実施時期 曜日 回数 実施時間 会場 定員 参加者 実施結果

利用団体や事業参加者による学習成果 10,00 
耳納文化祭 の発表や交流イベントとして実施しま 利用者 3月 日 1 全館 中止

す。
~16:00 

クリスマスコンサート クたリ交ス流マイスベのン時トを111実に施コンしサートを中心とし 利用者 12月 土 1 
10,00 

ホール 中止ます． ~16:00 

耳納卓球大会
卓球利用団体の交流を目的とした卓球

利用者 9月 日 1 
10,00 

ホール 16団体 中止
大会を実施します。 ． ~17:00 
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耳納市民センター多目的棟管理運営委員会委員名簿

氏名 委員区分

I 古賀幹子 地域在住学識経験者委員

2 池田充志 地域在住学識経験者委員

3 後藤やよい 地域在住学識経験者委員

4 田中美佐子 地域在住学識経験者委員

5 秋永 宰 地域在住学識経験者委員

6 深山和義 校区代表者委員（山本校区）

7 今村 進 校区代表者委員（草野校区）

8 中垣慶二 校区代表者委員（善導寺校区）

， 酒見隆一 校区代表者委員（大橋校区）

10 後藤イツミ 施設利用委員
， 

11 岩切華代 施設利用委員

12 佐藤喜美子 施設利用委員
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耳納市民センター多目的棟讐理運営委員会設置夏綱

（目的及び設置）

第 1条 『市民の文化の向上、余暇の活用、学習活動の支援及び交流活動の促進を図り、

もって豊かな市民生活を実現する』という耳納市民センター多目的棟の設置目的を十分

発揮できるよう、その円滑な運営を図るため、また管理体制について協議するため耳納

市民センター多目的棟管理運営委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第 2条 委員会は次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 多目的棟の利用及び運営に関する事項

(2) 管理体制に関する事項

(3) その他特に必要な事項

（委員会の構成）

第 3条 委員会は 13人以内をもつて組織する。

2 委員会の委員は別表に掲げる者のうち市長が委嘱する。

（委員）

第 4条 委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第 5条 委員会に委員長及び副委員長を各 1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故ある時は、その職務を代理する。

（会議）

第 6条 委員会の会議は、委員長が招集し会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところ

による。

（庶務）

第 7条 委員会の庶務は、市民文化部において処理する。

（補則）

第 8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
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別表
一—

区分 人数

多目的棟利用者 3名

地域在住学識経験者 5名

山本校区代表者 1名

草野校区代表者 1名

善導寺校区代表者 1名・

大橋校区代表者 1名

その他市長が必要と認める 1名以内

者
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